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令和４年第１回奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会会議録 

 

議事日程第１号 

令和４年１月21日（金）午前10時開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 

第４ 一般質問 

第５ 議案第１号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて 

第６ 議案第２号 奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部 

         改正について 

第７ 議案第３号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手 

         県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることに 

         ついて 

第８ 議案第４号 いわて消防通信指令事務協議会の設置の協議に関し議決を求めることに 

         ついて 

第９ 議案第５号 令和３年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計補正予算（第３号） 

第10 議案第６号 令和３年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計補正 

         予算（第２号） 

第11 議案第７号 令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算 

第12 議案第８号 令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計予算 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

本日の会議に付した事件 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 
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第５ 議案第１号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて 

第６ 議案第２号 奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部 

         改正について 

第７ 議案第３号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手 
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         ついて 

第９ 議案第５号 令和３年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計補正予算（第３号） 

第10 議案第６号 令和３年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計補正 

         予算（第２号） 

第11 議案第７号 令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算 

第12 議案第８号 令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計予算 
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出席議員（13名） 

                           議 長  阿 部 加代子 君 

                           １ 番  高 橋   晋 君 

                           ２ 番  小野寺   満 君 

                           ３ 番  高 橋   浩 君 

                           ４ 番  千 葉 康 弘 君 

                           ５ 番  瀬 川 貞 清 君 

                           ６ 番  高 橋 藤 宗 君 

                           ７ 番  廣 野 富 男 君 

                           ８ 番  有 住   修 君 

                           ９ 番  小野寺   重 君 

                           10 番  今 野 裕 文 君 

                           11 番  渡 辺   忠 君 
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              管 理 者 奥 州 市 長   小 沢 昌 記 君 

              副 管 理 者 金 ケ 崎 町 長   髙 橋 由 一 君 

              副 管 理 者 奥州市副市長   及 川 新 太 君 

              監 査 委 員           鈴 木 龍 司 君 

              事 務 局 長           千 田 淳 一 君 

              事 務 局 次 長 兼会計管理者兼企画総務課長   北 條   光 君 

              施設管理課長 兼長寿命化事業推進室長   菅 原   優 君 

              水質管理課長           千 葉 美 隆 君 
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              消 防 次 長 兼消防総務課長   千 葉   直 君 
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              消 防 次 長 兼 予 防 課 長   小野寺 和 則 君 

              消防救急課長           志 和   純 君 
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              消 防 総 務 課 課長補佐兼人事係長   北 條 芳 文 君 

              企 画 総 務 課 企画総務係長   石 川 暢 光 君 

              企 画 総 務 課 財 政 係 長   小 山 美奈子 君 

              施 設 管 理 課 管 理 係 長   鈴 木 伸 司 君 
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議  事 

午前10時  開議 

○議長（阿部加代子君） これより令和４年第１回奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会を開

会いたします。 

 出席議員は全員でございます。直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は議事日程第１号をもって進めます。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第73条の規定により、議長において、７番廣野富男議員、８

番有住修議員の２名を指名いたします。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、お手元に配付いたしました予定表のとおり本日１

日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りといたしま

す。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査報告はお手元に印刷配付のとおりであります。これに対し、質問ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質問なしと認めます。 

 なお、今期定例会に提出のため管理者より議案８件の送付を受けております。 

 これをもって報告を終わります。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第４、一般質問を行います。 

 通告順に質問を許します。 

 初めに、３番高橋浩議員。 

            〔３番高橋浩君登壇〕 

○３番（高橋浩君） おはようございます。第１回定例会第１番目の質問ということで非常

に緊張しております。よろしくお願いいたします。 

 実は暮れに私の知り合いのお母様が亡くなりまして、そのときにさくらぎ苑の話題になり

ました。その内容といいますのは、担当の葬儀社の方が胆江地区以外の葬儀を扱った際、そ

のご家族の方が、以前さくらぎ苑の火葬に参加した際、さくらぎ苑の職員の方の丁寧さ、そ

してその所作にひどく感動されたというお話でございます。そして、その方は、できること
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であれば、私はじめ身内の火葬はぜひさくらぎ苑でやりたいというようなことを申し述べた

というような話題でございました。その話を聞いて私は、このように組合議員もしておる中

で、自分のことを褒められたようなとても誇らしい気持ちになりましたし、一長一短にほか

の地区の方が感動するような所作、扱い方をするというのはできることではなく、これは長

い職員の皆様の努力の賜物の積み重ねなのだろうなと改めて感じた次第であります。そのよ

うに思ったところから、このようにご紹介をさせていただきました。その職員の皆様には改

めて敬意を表するところであります。 

 それでは、改めまして通告に従い、妊産婦救急搬送についてお伺いをいたします。１月18日

の新聞書面にも載りましたが、胆沢病院が産科を休止して以来徐々に減少していた産婦人科

が３月で分娩を取りやめるという内容でございました。今後は、まさに胆江圏域での出産は

難しくなり、北上または一関での出産ということになります。 

 そのような状況の中で、当胆江圏域の妊婦の方が、突然の出産はもとより、事故や病気に

よって救急車を要請する事態が発生した場合の母子の安全をどのように確保しているのか。

妊産婦救急搬送の状況と隊員の妊産婦対応研修の現状と充実についてお伺いをいたします。 

 １点目としては、通常の救急隊員の医療研修、教育の現状、どのような教育を行っている

のかをお伺いいたします。 

 ２点目として、妊産婦等、出産に係る救急対応の研修はどのような現状で、どのように行

っているのか伺います。 

 ３点目としては、今後のこのような胆江圏域での周産期の状況を踏まえ、今後の妊産婦救

急搬送の基本的考え方、捉え方についてお伺いをいたします。 

 以上、３点お伺いをしまして、私の登壇しての質問といたします。 

○議長（阿部加代子君） 小沢管理者。 

            〔管理者小沢昌記君登壇〕 

○管理者（小沢昌記君） ３番高橋浩議員のご質問にお答えをいたします。 

 妊産婦の救急搬送につきましては、病院間の転院搬送依頼によるものと、自宅など病院以

外の場所からの救急要請によるものがございます。これらの搬送の際に救急隊員が行う処置

観察について、様々な教育を実施しております。 

 初めに、１点目の救急隊員の医療研修の現状についてでありますが、救急隊員の教育は、

消防学校や救急救命士養成機関への研修派遣、病院での実習、署内での訓練などを実施して

おります。 

 次に、２点目の妊産婦等、出産に係る緊急対応等の研修の現状についてであります。妊産

婦対応に係る教育については、分娩や新生児処置について、救急救命士養成機関や消防学校

専科教育救急科において必修科目として履修するほか、新生児蘇生講習会への定期的な派遣

や管内の産科医を講師とした分娩対応に応じる研修を実施しているところであります。 

 次に、３点目の今後の妊産婦、救急搬送の考え方についてであります。救急対応中の分娩
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への処置用として、へその緒を結び止めるクリップ、保温用タオルなどの資機材を常時救急

車内に積載しております。また、岩手県では傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準を

設け、中等症以上のハイリスクな妊産婦の受入れ医療機関のリストを作成、救急隊からの受

入れ紹介に応じるよう努めるものとしています。 

 今後も継続して隊員の教育を行い、妊産婦救急への対応について万全の体制を維持してま

いります。 

○議長（阿部加代子君） ３番高橋浩議員。 

○３番（高橋浩君） ありがとうございました。いろいろと私も心配しておりましたが、万

全の体制を、教育も含めて実施されているということを改めて確認ができまして、その辺は

安心したところでございます。 

 そこで改めて質問をいたします。救急要請があった場合、または現場で妊婦であることが

判明した場合の搬送先の選定でございます。これは、あらかじめどちらの病院に通っている

のかというような患者さんからの聞き取りとかがあれば、そういうところに搬送されるのか

とは思うのですけれども、そういうところが判明した場合、例えば無線で病院を確認して搬

送する、もしくは奥州市、現状ですと済生会か磐井ということになりますと、位置的な関係

から近いほうに行ったりするのか、そのような現場での選別をどのように行っているのかと

いうことをまず１点質問いたします。 

 もう一点目としましては、妊産婦さんの状況によっては、逆子であったり何か流産的な患

者さんもいらっしゃる。その事前の対応は病院等で常に行われているのかとは思うのですが、

そういう情報が管内の救急隊もしくは消防に、例えば奥州管内、江刺管内にこういう患者さ

んがいるから、もしかしたらこういう出動があるかもしれないというような、そのような事

前情報というものはあるものかどうかを、２点お伺いをいたします。 

○議長（阿部加代子君） 志和消防救急課長。 

○消防救急課長（志和純君） 高橋議員の再質問についてお答えいたします。 

 まず１点目の救急搬送先の選定についてでございますけれども、まずはかかりつけの医療

機関を確認いたしまして、そちらを第１選択といたします。基本的に妊産婦さんは定期健診

を受けていらっしゃると思いますので、その妊産婦さんの状況を一番把握されているのはか

かりつけということで、そちらを第１選択といたします。 

 また、事故現場等で妊産婦であることが判明した場合など、そういった場合には、まず容

体に応じて、例えばおなかのほうではないところが痛んでいる、そういった場合もございま

すので、その容体に応じて直近の病院を選択したり、あるいはおなかのほうにも影響があり

そうだといったような場合であれば、これに応じた病院を選択するということになると思い

ます。あとは、直近あるいは周産期の母子医療センター北上、あるいは磐井、県内の病院を

選択する、そういった順番になろうかと思います。 

 ２点目の事前把握についてですけれども、これは、病院からそういったハイリスクの妊産
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婦の情報を消防側にいただくという、そういう仕組みは現在のところございません。 

 以上です。 

○議長（阿部加代子君） ３番高橋浩議員。 

○３番（高橋浩君） ありがとうございました。いずれにしても、非常に丁寧に対応されて、

そういうシステムを構築されているということは確認できました。ありがとうございます。 

 それで、最後になります。改めまして、管理者にもお伺いをいたします。今後の胆江圏域

での周産期を取り巻く現状は厳しいものがあり、北上、一関でしか出産できないような状況

であります。その中で、先ほどから申し上げましているように、救急搬送手段等の安全を確

保した手段の確立が必要と考えます。この辺のご所見を改めて、先ほど伺っておりますが、

もう一度お伺いをいたします。 

 そして、もう一点、これは私の参考というか、提言でございます。妊産婦さん等の健診等

には、タクシー利用の推進とか、市のほうでも進めているようでございます。タクシー会社

もしくはタクシードライバーさんに妊産婦対応の簡単な研修、出産とかへその緒を切るとか

というのは難しいかと思いますが、例えば連絡先とか、その扱い方のような簡単な研修を受

けてもらい、奥州金ケ崎消防認証ドライバーもしくは産婦人科等認証制度なるものを設立し

たりして、妊産婦さんのタクシー利用の安全の確保と充実につなげるような、そして周産期

の環境をつくるようなことも今後行政組合で必要なのではないかと考えます。総合的にその

ようなことも含めてご所見をお伺いして、私の質問を終わります。 

○議長（阿部加代子君） 小沢管理者。 

○管理者（小沢昌記君） まず、後段の部分からお話をさせていただきます。 

 組合対応が必要ではないかというふうなご見解ですけれども、私からすれば、これは両自

治体がそれぞれ対応すべき事案であるというふうに思っております。ちなみにでありますが、

奥州市の場合は、金ケ崎も同様だとは思っておりますけれども、タクシー会社さんのほうに

は、そういうふうなものを用意するという意思があるところには、その資機材を用意するた

めの補助金などを既に交付しているというようなことはありますけれども、さらに進んで研

修というふうな部分などについては今後考えるべきことであろうというふうに思いますが、

あくまでもそれは両自治体が積極的に対応されるべき事案であろうというふうに思っており

ます。決してないがしろにされる内容ではないので、一定の予算の中で限りがある対応がで

きるもの、なされるものというふうに考えているところであります。 

 さて、１件目のご質問の部分のところで最も重要なのは、いきなり赤ちゃんが産まれると

いうことは基本的にはないのであります。ただ、望まない妊娠、出産というふうな形で秘匿

をしながら準備、あるいはその状況になってしまっているということになれば、それは定期

健診もなされない、あるいは様々なことでその情報を自分自身の胸の中に隠しておくという

ことになると、それは承知することについてはかなり難しい話になってしまうだろうという

ふうに思いますが、一般的な部分からすれば望まれて妊娠をなさって、そして安全な出産を
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迎えたいという方々は定期的な健診をなさるし、そしてより安全な出産ができる場所を選択

していただくということになろうと思います。 

 産後のケアについては、それぞれ体制が整いつつありますし、実際やれる部分が、これは

組合ではなく各自治体でございますけれども、問題は、産前ケアをどのように考えていくか

というふうなところをこれから一歩も二歩も踏み込んで、待ったなしで対応をしていかなけ

ればならないということになりますが、これについても、やはり組合ということではなく、

自治体が対応すべき内容であるというふうに思っておりますので、その旨ご理解をいただき、

またそれぞれ両首長も出席しておりますので、ご提言された部分についてはしっかり受け止

め、よりよき方向を導き出せるように理解をしていかなければならないというふうに思って

おります。 

 ちなみの話でありますけれども、セミオープンシステムといって、地元の産婦人科で健診

をし、そして出産は出産、分娩の施設が整ったところで出産していただくというふうな仕組

みは既に構築されつつありますので、その汎用性の範囲をさらに広げるための努力をしてい

かなければならないというふうに思っているわけであります。近くで健診をして、その状況

が分娩出産をされる病院との連携でちゃんと情報提供して、そしていついつ入院してくださ

いというときに行った際にはストレスなく入院して出産ができるような状況によりスムーズ

に結びつけられるように、ここのところは努力していかなければならないというふうに思っ

ております。実際一部でありますが、その仕組みは運用されつつあるということであります

ので、この部分に力を入れてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（阿部加代子君） 次に、４番千葉康弘議員。 

            〔４番千葉康弘君登壇〕 

○４番（千葉康弘君） ４番千葉康弘です。コロナ禍の中、第一線で活躍する消防隊員、救

命隊員、火災予防、通信指令、そして総務、日頃訓練に励んでいる署員の皆様に敬意を表し

たいと思います。 

 さて、県内では近郊で重大火災事故、また最近では大阪でクリニック放火事件などを聞き、

他人ごとではないと思う市民、また町民が多いのではないかと感じております。そこで、火

災から命を守るために質問いたします。 

 １点目は火災状況について。奥州金ケ崎全体の火災状況についてお伺いいたします。 

 次に、住宅火災の状況、死傷者の数、火災の原因についてお伺いいたします。 

 ２点目、予防査察の状況について。ホテル、雑居ビル、飲食店の点検状況について。ここ

で一番心配な部分が、やはり階段に物を置いていないかということになるかと思います。避

難通路が確保されているのだろうか、その点が心配になります。また、例えば違反があった

場合、この改善状況についてお伺いしたいと思います。 

 ３点目、住宅火災の予防と避難について。住宅火災をどのようにすれば防ぐことができる

のか。たとえ万が一火災になったとした場合でも、被害を最小限にとどめ、命を守れる、そ
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のような行動はないのかについて、住宅火災の予防、防止について質問いたします。 

 避難方法についてもお伺いしたいと思います。 

 ４点目、周知方法について。消防署では市民を守る多くの活動をされています。消防署、

消防団との連携で、春、秋、火災予防を呼びかけ、各戸訪問などをはじめ、火災の多い時期

に市民に火災の予防を働きかけております。しかし、不在とか会えない家庭も多くなったと

いうことで、情報がなかなか届きづらい面もあるかと思われます。どのように消防署から、

火災、災害を防ぎ、市民、町民を守る有益な情報が届けられているか、広報、周知の方法に

ついてお伺いいたします。 

 次の質問に移ります。水難救命用配備ボートについてお伺いいたします。災害発生する前

に、各署へ水難救命用ボート、ゴムボートですが、これを配備すべきだというふうに考えて

おります。その中で、各署、分署への配備状況についてお伺いします。 

 また、配備計画についてもお伺いいたします。 

 前倒しでの水難救命ボート配備についてはどのように考えられているかについてもお伺い

したいと思います。 

 以上、大きく２点について質問いたしました。 

○議長（阿部加代子君） 小沢管理者。 

            〔管理者小沢昌記君登壇〕 

○管理者（小沢昌記君） ４番千葉康弘議員の１件目の火災から命を守るについてのご質問

にお答えをいたします。 

 初めに、１点目の火災発生状況についてであります。令和３年中の火災発生状況について

は、総火災件数は52件となっており、令和２年と比べて16件減少しております。このうち住

宅火災は12件で、令和２年と比べ４件減少しています。 

 死者につきましては、住宅火災での発生はなく、その他の火災で１名発生し、令和２年と

比べ１名増加しております。負傷者は住宅火災で３名が発生し、令和２年と比べ３名減少し

ております。 

 住宅火災の出火原因につきましては、ストーブ、たばこ、たき火などとなっております。 

 次に、２点目の予防査察の状況についてであります。令和３年12月末現在で、ホテル、飲

食店、雑居ビルなどの防火対象物685件の査察を実施しております。 

 また、違反につきましては、それぞれの内容に応じて適切に指導し、是正に努めておりま

す。 

 次に、３点目の住宅火災の予防と避難についてであります。総務省消防庁が発表した「４

つの習慣」と「６つの対策」を基本とし、住宅火災の予防を推進しております。「４つの習慣」

の主なものは、「こんろを使うときは火のそばを離れない」、「ストーブの周りに燃えやすいも

のを置かない」であり、「６つの対策」の主なものとしては、「火災の早期発見のために、住

宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する」、「火災の拡大を防ぐために、部
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屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する」となっております。 

 また、避難につきましては、火災の早期発見が早期避難につながることから、住宅用火災

警報器の設置を推進しているところであります。 

 次に、４点目の周知方法についてであります。火災多発期である春と秋の全国一斉火災予

防週間の機会を捉えて、「４つの習慣」、「６つの対策」について消防車両による啓発活動をは

じめ、ＦＭラジオ、新聞などを活用し広く市民、住民の皆様に広報活動を行い、火災予防に

努めておりますし、さらに力を入れてまいりたいと考えております。 

 具体的な数値等については消防長に答弁をしてもらいますが、今後についても火災件数を

一件でも減らすため、また火災による傷病者を一人も出さないよう日々消防業務を推進し、

住民の安全、安心に万全を期してまいりたい、このように考えております。 

 次に、２件目の水難ボート配備についてのご質問にお答えをいたします。初めに、１点目

の各署、各分署の配備状況についてであります。近年、大雨による水害は、いつどこで発生

してもおかしくない状況にあると認識しております。このような災害に対応するため、水沢

消防署に船外機つきのゴムボート及び手こぎ式ゴムボートをそれぞれ１そう、前沢分署に手

こぎ式ゴムボートを１そう配備しております。 

 次に、２点目の配備計画についてであります。今後の配備につきましては、消防力整備計

画に基づき、手こぎ式ゴムボートを各署所へ順次配備することとしております。 

○議長（阿部加代子君） ４番千葉康弘議員。 

○４番（千葉康弘君） ありがとうございました。４番千葉康弘です。再質問させていただ

きます。 

 査察についてですけれども、現在事前通告の上で査察されているというふうにお聞きして

おります。事前通告なしで査察することで、例えば階段に荷物を置かれ、避難ができないと

いうような状況が生まれないための抑止力にもなるのではないかというふうに考えておりま

す。今の査察の方法もいいと思いますが、それに加えまして通告なしということも活用され

てはいかがかなと思いますが、この点について伺います。 

 次に、水難救命用ボート配備について再度質問いたします。災害が大型化し、過去では考

えられない災害が発生しております。これは前倒しというところを迫られていることではな

いかと思いますが、再度考えをお伺いいたします。 

 以上、２点です。 

○議長（阿部加代子君） 小野寺消防次長。 

○消防次長兼予防課長（小野寺和則君） お答えいたします。 

 通告なしでももちろん査察はできます。ただ、うちの消防のほうとしては、現在は全て事

前通告の上で日時を相手方と詰めて実施しております。事前の連絡で実施する効果としまし

ては、やはり消防が来るということで、あらかじめ消防用設備の点検であるとか、あるいは

議員ご指摘のとおり何か障害物件がないかという点検を事前にやっていただく、そういった
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ことで安全に寄与するというふうには捉えております。 

 通告なしで行くという手段もございますが、それは物件を、例えば避難障害の物件を見つ

けるために行くのが目的ではないので、それを見つければ当然即時撤去してもらうわけです

ので、そういうところからすれば、やはり事前連絡で行って、自前の点検をされるところが

たくさんございますので、それで行っていくのが私たちの今の役目だと思います。 

○議長（阿部加代子君） 志和救急課長。 

○消防救急課長（志和純君） 千葉議員の再質問、水難救命ボートの配備に関する再質問に

お答えいたします。 

 今後の配備につきましては、これまでの災害発生状況を踏まえまして、水害発生危険度の

高い地域から順次配備することとした消防力整備計画、これを基本といたしまして、今後も

適正配置に努め、万全を期してまいる所存でございます。 

 以上です。 

○議長（阿部加代子君） ４番千葉康弘議員。 

○４番（千葉康弘君） ありがとうございました。 

 最後の質問をさせていただきます。広報の充実ということで、今もされていますけれども、

命を守るための情報をぜひ市民、町民にお知らせいただきたいと考えております。いかがか

お伺いして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（阿部加代子君） 小野寺消防次長。 

○消防次長兼予防課長（小野寺和則君） お答えいたします。 

 私たちの生活においては、火というのは欠かすことができない大切なものであります。た

だ、火を取り扱うからには火災という危険は伴うものでありますが、先ほど申し上げました

とおり、「４つの習慣」、その対策を徹底していただくことで、多くの危険は排除できるもの

と考えております。火災が発生した際は人命最優先で消防活動に当たりますけれども、火災

が起きないことが一番です。そのためには、先ほど申しました予防広報活動を行っていきま

すし、消防団、婦人消防協力隊の皆さんとも連携しながら、引き続き火災の防止に取り組み

たい所存でございます。 

○議長（阿部加代子君） 次に、７番廣野富男議員。 

            〔７番廣野富男君登壇〕 

○７番（廣野富男君） おはようございます。７番廣野富男です。まずは、２期８年間にわ

たり、管理者をはじめ関係職員の皆様には大変お世話になりました。厚く感謝を申し上げま

す。これからの奥州市民、金ケ崎町民の生活基盤を支える諸施策が着実に推進され、住民の

安全、安心を高めていただきますよう心からお願いを申し上げます。また、この３月に退職

されます職員の皆様には、退職後も一市民としてこれまで培われた知識や技術を地域活動に

生かしていただき、住みよい地域づくりにご活躍いただきますよう併せてお願いを申し上げ

ます。 
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 それでは、さきに通告しておりました地球温暖化対策について管理者にお伺いをいたしま

す。昨年10月、政府はエネルギー基本計画を３年ぶりに改訂をし、2030年度の温室効果ガス

排出量を2013年度比で46％削減するための地球温暖化対策計画が決定され、それぞれの自治

体においても具体的な取組が求められております。奥州市ではこの３月に第２次奥州市総合

計画後期基本計画が決定される見通しであり、金ケ崎町においては昨年３月に第十一次金ケ

崎町総合計画が策定され、それぞれ地域温暖化対策としての再生可能エネルギーの利活用を

推進することを明記しております。一方、当広域行政組合の事務分掌を見ますと、地域温暖

化対策としての実施計画に関する事務が定められております。 

 昨年12月16日の岩手日報に、水を活用したマイクロ水道発電が全国に広がっているとの記

事を拝見し、今回一般質問をすることといたしました。この記事によれば、自治体が所有す

る水道施設を貸出しし、メーカーのダイキン工業が導入経費を全額負担して発電機を設置し、

メーカーが売電した収入の一部を自治体に還元する仕組みであります。既に19道府県の46か

所で導入契約を結んでおり、発電出力は小さいものの、脱炭素社会実現に向け、身近な資源

を使った再生可能エネルギーとして注目されているとの内容でありました。 

 当組合においては、現在胆江広域水道用水事業施設整備の今後の在り方を検討している最

中でもあり、当組合が利活用している水資源を有効に活用し、当地域の再生可能エネルギー

施策を力強く推し進めるべきとの観点から、次の３点について管理者にお伺いをいたします。 

 １点目は当組合の地球温暖化対策の現状と今後の取組について、２点目は当地域における

マイクロ水力発電の可能性と課題についてお伺いするものであります。 

 以上、登壇しての質問といたします。 

○議長（阿部加代子君） 小沢管理者。 

            〔管理者小沢昌記君登壇〕 

○管理者（小沢昌記君） 廣野富男議員のご質問にお答えをいたします。 

 地球温暖化は、私たちの暮らしや事業活動から排出される二酸化炭素をはじめとする温室

効果ガスが主な要因の一つとされており、世界的な喫緊の課題となっています。今後地球温

暖化により気候変動や自然災害の増加、生態系、食料生産への影響など、私たちの生活への

影響がますます大きくなることが懸念され、地球温暖化対策に率先して取り組む必要がある

ものと考えております。 

 初めに、１点目の地球温暖化対策の現状と今後の取組についてであります。当組合のこれ

までの取組といたしましては、地球温暖化対策推進法及び岩手県条例の県民の健康で快適な

生活を確保するための環境の保全に関する条例に基づき、組合統合前の平成15年度以降、胆

江地区衛生センター、胆江地区広域交流センター及び胆江地区広域火葬場さくらぎ苑を対象

として、各施設の地球温暖化対策並びに省エネルギー対策の推進に取り組んできたところで

あります。 

 平成20年の３組合統合以降は、適用施設として、胆江地区最終処分場、各消防署、分署、
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水道用水供給事業施設を追加し、組合が行う事務及び事業について、自ら排出する二酸化炭

素の抑制措置など、組合として温室効果ガスを削減するための具体的な施策に関する事項を

定めた地球温暖化対策推進実行計画を策定しているところです。同実行計画では、二酸化炭

素の抑制などに関する削減目標を大きく15項目に分類、設定をし、地球温暖化対策の推進に

取り組んでおります。 

 実行計画の具体的な取組内容といたしましては、電気製品及び事務機器などは、使用しな

いときは電源を切るなど、電気の使用に関する取組や、ごみになるものを減らす工夫、リサ

イクルに配慮する工夫に努めるなど、ごみの減量化推進に関する取組などがあります。 

 平成30年度に策定した実行計画に対する達成状況につきましては、令和２年度までの３年

間で二酸化炭素排出量を３％削減する目標を掲げ、平成29年度の排出量約２万8,000トンに対

して、令和２年度の実績は２万4,000トンで約4,000トンの減少となり、ごみ焼却施設の基幹

改良工事において新設した発電設備の稼働により、目標を大きく上回る約14％の削減を達成

しているところであります。 

 なお、組合の二酸化炭素排出量の９割が廃棄物の燃焼処理に伴い発生したものであること

から、構成市町と連携しながら、ごみの減量化に一層取り組む必要があると考えております。 

 次に、２点目のマイクロ水力発電の可能性と課題についてであります。マイクロ水力発電

につきましては、太陽光、風力、地熱などとともに、温室効果ガスを発生させることなく、

自然を活用した再生可能エネルギーとして、地球に優しい電力を創出できる有効な方式と認

識をしております。 

 環境省では、水道施設の標高の高い場所から低い配水池等へ水を流す際、圧力差が生じて

いることに着目して、そのエネルギーを有効活用するため、平成25年から３年間の委託事業

として、従来の小水力発電と比較して、より低コストで高効率、コンパクト化を主眼に置い

た管路用マイクロ水力発電システムを開発し、富山県南砺市、福島県相馬市で実証実験を経

て、実用化に至っているケースが公表されているところであります。 

 当組合では、平成29年度から２か年にわたり、小水力発電事業に係るデータ収集、現地調

査、概算費用の算出及び採算性について検討を行った経緯があります。発電設備の設置場所

については、導水管及び送水管の種類が非常に強靱性に優れたダクタイル鋳鉄管であるため、

管路に発電設備を設置するための加工に多くの時間、費用を要することから、用水供給に影

響が及ばないよう、たんこう浄水場の着水井に限定して検討したものであります。検討の結

果、工事費用や事業収入などの事業性として採算が期待できないこと、水需要が低下傾向に

あり、将来的な需要に期待することが望めないなどから、同事業の導入を見送った経過があ

ります。 

 水道用水供給事業者におけるマイクロ水力発電については、二酸化炭素の排出量が削減さ

れるとともに、エネルギーコストの低減による経営の効率化など複数のメリットが期待でき

る事業であるものの、発電設備の設置場所、東北電力グループの基幹送電線への送電の可否
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等の課題などを調査しながら検討してまいりたいと考えております。 

○議長（阿部加代子君） ７番廣野富男議員。 

○７番（廣野富男君） 何点か再質問をさせていただきます。 

 地球温暖化対策の現状と取組については、それぞれご回答いただきましたので分かりまし

た。 

 それで、これも既に組合さんのほうでもご承知のことかと思うのですが、佐賀県の佐賀市

においては、焼却施設から排出される二酸化炭素を分離回収するというＣＣＵプラントを整

備されたようであります。これは、全国初のプラントのようでありますけれども、これを整

備してどうするかということですが、植物工場や微細藻類の培養などに利用されているとい

う情報でありましたし、そのほかに二酸化炭素と水酸化物を反応させた、洗剤や肥料などの

製品の原料となる炭酸カリウムを製造するなど、二酸化炭素、これを資源化するということ

が最近取り組まれているというふうに、そういう情報を伺っております。 

 そういう状況の中で１つお伺いするわけですが、今般の、既に策定されているということ

でしたが、当組合の所掌事務に掲げております地球温暖化対策としての実施計画、どのよう

な手順で策定されているのか、ちょっと私が聞き漏らした部分がありますので、改めてお伺

いしますし、この計画を策定された中で障害とか課題になった部分があったのかどうか。私

は８年議員として関わらせていただいたのですが、その取組についてはあまり認知していな

かったものですから、この計画が議員さん方にも説明が今まであったのかどうか含めて、１

つお伺いをしたいと思います。 

 それと、マイクロ水力発電の件であります。これも既に平成29年に検討されたようですが、

これは、恐らく当時検討されたのは、自前でやった場合にどうなのかと、それが採算に合う

かどうかというのが検討されたのかと思いますが、新聞とかネット情報で見ますと、これは

設置者のほうがお金を出さなくて済むということなのです、今回上がっている情報というの

は。私が、ここでその事業名を全部挙げるのは適当なのかどうか分かりませんが、新聞には

ダイキン工業さんが挙がりましたし、そのほかにも各企業さんが取り組んでおられるようで

す。それは、設置者のほうはまず施設を貸すだけですと。受けるほうは、かかる経費は全部

見ますと。そして、そこから売り上げた売電の料金の一部を市町村にといいますか、設置者

のほうに配分される。ここでは分配でしたか、還元するという表現ですが、自治体のほうに

もらいますよということですし、あともう一つ、当然管路に設備をするわけですから、固定

資産税も入りますということで、この情報を丸のみすれば、まるきり経費をかけないで事業

者さんのほうから、もらえるものはもらえるといいますか、収入として入ってくるという情

報でございました。 

 そういう意味で、私はこの事業については、組合としても私以上に情報収集していただく

必要はあろうと思いますけれども、これは速やかにすべきかなと。特に今般水道用水の事業、

施設整備の今後の計画、これは本来は遊休資産の対応とか需要とか様々あると思うのですけ
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れども、その中にこのマイクロ水力発電を導入も加えていただいたほうが、それぞれ市町村

の財政事情は厳しいところもありますので、幾らかでもその財源になればということもあり

ますし、一方では世界的に取り組まれています脱炭素社会の実現を組合自ら進めるというこ

とにもなりますので、ぜひその点を取り組んでいただきたいという思いがありましたので、

再度その点についてお伺いをいたします。 

○議長（阿部加代子君） 千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） それでは、廣野議員からの再質問に答えさせていただきます。 

 まず初めに、地球温暖化対策実行計画の策定手順についてでございます。行動計画のお話

がございましたが、当組合としては実行計画というふうに考えてございますので、実行計画

の策定手順についてであります。 

 当組合の計画は、地球温暖化対策推進法の規定に基づきまして、地方公共団体実行計画と

して策定するものでございます。一部事務組合である当組合においては、組合の事務や事業

に係る温室効果ガス排出量の削減措置について計画を策定するよう義務づけられてございま

す。 

 この計画策定の手順でございますが、初めに計画の対象事業、施設の範囲、次に対象とす

る温室効果ガス、次に計画期間を定めます。その上で、過去の温室効果ガスの排出状況等を

確認し、温室効果ガスの削減目標を設定して、目標達成に向けた取組の基本方針を定め、施

設設備等の運用改善、更新、職員の取組など、具体的な内容を示すものでございます。 

 現在ごみ焼却施設基幹的設備改良工事の実施により、当組合の主な温室効果ガスである二

酸化炭素の排出量は大幅に削減できておりますが、今後の計画の策定に当たっては、他団体

の先進事例を参考としながら、具体的な取組事項を掲げ、さらなる削減を目指したいと考え

ております。 

 なお、当組合の事業は構成市町の廃棄物の収集等と密接に関係していることから、構成市

町の実行計画と整合性を図りながら策定してまいります。 

 議員からご質問がありました議員への説明につきましては、今ご説明したとおり、当組合

としては当たり前に行うべきものというふうに捉えてございましたので、特出ししてご説明

させていただいたということがないというふうに捉えてございます。 

 次に、実行計画策定を検討するに当たっての障害は何かについてお答えいたします。管理

者答弁にもありましたとおり、当組合の二酸化炭素の排出量は、奥州市及び金ケ崎町から排

出される廃棄物の焼却に伴うものが９割を占めてございます。ごみの総量の減量化が温室効

果ガスの削減には絶対的に必要でありますことから、実行計画策定に係る検討においては十

分に調整を要するものであります。 

 ごみの減量化は、構成市町の主たる事務ではありますが、組合といたしましても、胆江地

区衛生センターへ直接ごみを搬入される住民の方や事業者の方へ積極的に働きかけることに

よりごみの減量化を進め、構成市町と一体となって地球温暖化対策に取り組んでまいりたい
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と考えます。 

 次に、マイクロ水力発電の検討や検討結果の報告時期についてお答え申し上げます。再生

可能エネルギーであるマイクロ水力発電は、先般の報道を見る限りではありますが、構成市

町へ水道用水を供給するエネルギーを用いて電力を創出できるポテンシャルを秘めた有効性

の高い事業と現時点においては捉えており、議員の思いと同じでございます。 

 現在組合は、たんこう浄水場の最終的な整備について構成市町と検討を進めております。

このたびのマイクロ水力発電を導入する場合は、浄水場の整備時期に合わせることが望まし

いと考えるものの、まずは導入する際の条件など、事業展開の具体的な内容を把握した上で、

東北電力を含めた関係団体との協議を踏まえ、その実現性について精査を要すると考えます。 

 よって、この報告につきましては、たんこう浄水場の最終的な整備に着手する前を前提と

して、あとは一連の精査を進める経過により、一定の成果が出た段階で行うものと考えると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（阿部加代子君） ７番廣野富男議員。 

○７番（廣野富男君） 再度伺いますが、１つは地球温暖化の部分、温暖化対策の部分であ

ります。究極はごみの減量をするという、これに尽きるということだと、これは当然承知し

ておるつもりです。ただ、いろいろお伺いをすると、決して各自治体のごみが減っているか

といえばそうでもないと。むしろ同じか増えるのではないかと。その増える原因として、ま

ず別の一般廃棄物というよりも、空き家寸前のところも、物が整理したときに出てきたり壊

して出てくるというのが、恐らく今後とも人口減少が続いて、空き家が出れば出るほどごみ

も出るのではないかと言う方もおります。そういう意味では、行政がごみの減量運動をして

も、現実的、今後の見通しからしてもなかなか難しいのかなというふうに思った次第であり

ます。 

 そういう意味で、先般当焼却施設の長寿命化計画が完成しました。当時伺ったのは、恐ら

く15年かなと。そうすると、それ以降について、改めて焼却施設の建設について考えなくて

はいけないというふうにも当時伺ったような気がします。それで、この部分については、建

設されるときにぜひ検討していただきたいのは、ごみ焼却するときにどうしてもＣＯ２は出

る、二酸化炭素は出るわけです。これを再利用するということをぜひ計画の中に盛り込んで

いただきたいというのが私の究極のお願いなわけであります。環境省も結局2050年ですから、

26年後ですか、いずれそれを目標にしているわけですけれども、当組合にすれば、次の建設

期が例えば10年後だとすれば、それに向けた取組をぜひすべきではないかと。 

 私がちょっとあさった情報によりますと、廃棄物・資源循環分野中長期シナリオの検討事

項というのを環境省で出しています。そこには、焼却炉排ガス中のＣＯ２を分離回収し、藻

類の栽培や植物工場に利用してはどうですかというので研究、開発が進んでいるということ

ですし、先ほど言ったように水素を反応させたメタンを製造するとか、結構詳しく今取り組
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んでいます。国内でです。こういう情報を今のうちに整理していただいて、次期整備に合わ

せて、どうしても事業上出る二酸化炭素を幾らかでも削減するという取組をぜひ組合で取り

組んでいただきたいということで、その点について決意をいただければいいなというふうに

思っております。 

 それと、マイクロ水力発電の部分ですが、恐らく事務局長がちょっと抑えぎみのご回答を

いただいたと思うのですが、水力発電にする場合、確かに管路といいますか、送水管になる

のか導水管になるのか、設置場所の検討ということもあるのだと思います。単純に思ったの

は、19道府県で普及しているということなので、それほど設置に問題があるとは思えないで

す。ですので、ぜひ現在上げられている事業者さんにご紹介をしていただいて、現地も見て

いただいて、見るか、あるいは配置図を見ていただいて、可能性があるのかどうかを、今の

整備計画を待たず、私とすれば、まず事業者さんに照会して、現地を見て、事業の可能性を

まず聞くと。可能性があるとすれば、今事務局長さんが言われたような経過で私はいいと思

いますので、ぜひこれは、せっかく胆沢ダムから豊富な水が来ているわけですし、それを活

用しない手はないわけでありますから、ぜひその点を速やかに対応していただければという

ふうに思いますので、再度お伺いして終わりたいと思います。 

○議長（阿部加代子君） 千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） ２点ご質問をいただきました。 

 次期焼却施設を考える際には、二酸化炭素の再利用、これも検討すべきではないかという

点でありました。これについては、その考え方からすれば、再利用のみではなくて、やはり

構成市町から搬入されますごみの量、これを減らしていただく取組がまずあって、それでも

どうしても二酸化炭素はいずれゼロにはならないので、どうしても出さなければならない二

酸化炭素をそのまま排出することなく再利用できないかという検討を加えて行うという整理

ではないのかなというふうに捉えてございます。 

 技術においては日進月歩のところがあって、様々ご提案あるのだと思いますので、先ほど

ご紹介いただいた佐賀県佐賀市のＣＣＵプラントの取組事例も含めて、いずれごみは減らし

ていただく。それと加えて、どうしても出てしまう二酸化炭素、これを何かに活用できない

かというところを継続して研究していくというのが常日頃あって、それでいよいよ次どうす

ると考えるときに、その研究してきたベースを基に考えを整理していくということではない

かなというふうに捉えてございます。 

 また、マイクロ水力発電の件についてご質問いただきましたが、議員にお話しいただいた

とおり、現時点では報道関係の情報しか私も持ち合わせていないところでございますので、

加えて新聞に載った業者様以外でも取り組まれているというお話であれば、いずれその有効

性については、報道の範囲でありますが、極めて高いのだろうなというふうに捉えてござい

ます。ですので、この件に係る実現性については、実現性を確認する上でも、できるだけ早

く情報収集、内容整理を進めるべきと捉えてございます。 



 - 18 -

 それから、用水供給事業、こちらについては、マイクロ水力発電あるなしにかかわらず、

きちっと進めていかなければならない事案でございますので、それはそれとして整備を進め

る。その上で、マイクロ水力発電に取り組むことによって、構成市町への影響、負担の軽減

とか、それぞれの事業運営で適当だというふうな判断になれば、用水供給事業の中で、同時

期といいますか、併せて行うのが適当なのだろうなと。 

 ですので、まずは用水供給事業はあるなしにかかわらず粛々と進めさせていただいて、そ

の上で有効に取り組めるとなった段階で加えて行うと。その時期からすれば、当然用水供給

事業、工事に着手する前に結果、結論を出さなければならないというふうに考えますので、

この意味からすれば前提でございますが、まずは具体の内容を把握させていただいて、検証

させていただくということと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（阿部加代子君） 一般質問を終結いたします。 

 午前11時20分まで休憩いたします。 

午前11時08分 休憩 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

午前11時20分 再開 

○議長（阿部加代子君） 再開いたします。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第５、議案第１号、監査委員の選任に関し同意を求めること

についてを議題といたします。 

 ６番高橋藤宗議員の退席を求めます。 

            〔６番高橋藤宗君退場〕 

○議長（阿部加代子君） 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。小沢管理

者。 

○管理者（小沢昌記君） 議案第１号、監査委員の選任に関し同意を求めることについてを

ご説明申し上げます。 

 議員のうちから選任された監査委員、廣野富男氏は、令和４年３月18日をもって任期が満

了することから、この後任の委員の選任に関し、地方自治法第196条第１項の規定により、議

会の同意を求めるものでございます。 

 慎重に選考してまいりました結果、高橋藤宗氏を適任者と認め、同氏を後任の監査委員に

選任しようとするものであります。 

 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（阿部加代子君） これより質疑に入ります。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質疑なしと認めます。 
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 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１号は、人事案件でありますの

で、討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決しました。 

 これより採決いたします。採決は起立採決により行います。本案は原案のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（阿部加代子君） 起立全員であります。よって、議案第１号はこれに同意すること

に決しました。 

 ６番高橋藤宗議員の退席を解きます。 

            〔６番高橋藤宗君入場〕 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第６、議案第２号、奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職

員の給与等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。小沢管理者。 

○管理者（小沢昌記君） 議案第２号、奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等

に関する条例の一部改正についてを事務局長からご説明申し上げますので、ご了承を願いま

す。 

 なお、以下議案第３号から議案第８号までにつきましても同様に事務局長からご説明申し

上げますので、ご了承を願います。 

○議長（阿部加代子君） 千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） 議案第２号、奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与

等に関する条例の一部改正についてをご説明申し上げます。 

 この改正は、岩手県職員の給与制度に準じ、本件条例を一部改正しようとするものであり

ます。 

 改正の主な内容でありますが、会計年度任用職員に係る期末手当の支給割合を改めるもの

であります。 

 なお、この条例の施行期日は、令和４年４月１日とするものであります。 

 以上で議案の説明を終わります。何とぞ提案のとおりご議決くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿部加代子君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり可決

されました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第７、議案第３号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求

めることについてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） 議案第３号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めること

についてをご説明申し上げます。 

 令和４年３月31日を限りに、陸前高田市及び大船渡市営林組合が解散することに伴い、岩

手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに伴う同組合の規約を

変更することの協議に関し、地方自治法第286条第１項及び第290条の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

 以上で議案の説明を終わります。何とぞ提案のとおりご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿部加代子君） これより質疑に入ります。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決

されました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第８、議案第４号、いわて消防通信指令事務協議会の設置の

協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） 議案第４号、いわて消防通信指令事務協議会の設置の協議に関
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し議決を求めることについてをご説明申し上げます。 

 花巻市、遠野市及び陸前高田市並びに盛岡地区広域消防組合、宮古地区広域行政組合、釜

石大槌地区行政事務組合、奥州金ケ崎行政事務組合、北上地区消防組合及び二戸地区広域行

政事務組合並びに久慈広域連合で、消防通信指令に関する事務を共同で管理し、及び執行す

る協議会を設置することについて、関係地方公共団体と協議するに当たり、地方自治法第252条

の２の２第３項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 以上で議案の説明を終わります。何とぞ提案のとおりご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿部加代子君） これより質疑に入ります。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決

されました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第９、議案第５号、令和３年度奥州金ケ崎行政事務組合一般

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） 議案第５号、令和３年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計補正

予算（第３号）をご説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書の２ページ、３ページをお開き願います。今回の補正予算は、歳入にお

いては決算見込みによる分担金の減額、利用者の減少による使用料の減額、ごみ搬入量の増

による手数料の増額等、歳出においては制度改正及び決算見込みによる職員給与費の減額、

入札減等による工業薬品等消耗品費、委託料、工事請負費及び備品購入費の減額、使用電力

量及び燃料費調整単価の減による電気料金の減額等について所要の措置をするものであり、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億8,297万7,000円を減額し、補正後の予算総額

を32億7,571万5,000円とするものであります。 

 次に、４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正であります。債務負担行為

補正につきましては、令和４年度に更新予定の消防車両について、半導体等部品供給が不安

定な市場状況において、通常より納入までの時間を要することが想定されることから、消防

車両更新整備事業を追加し、期間及び限度額を設定するものであります。 
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 次に、５ページ、第３表、地方債補正であります。地方債の補正につきましては、消防施

設整備事業債における消防車両更新等に係る入札減等により、その限度額を変更するもので

あります。 

 補正予算の概要につきまして、歳入歳出事項別明細書によりご説明申し上げます。９ペー

ジ、10ページをお開き願います。最初に、歳入についてでありますが、１款分担金及び負担

金、１項分担金は１億8,413万2,000円の減額であります。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料は623万円の減額であります。新型コロナウイルス感染

拡大の影響による休日及び夜間診療所の利用者の減少並びに胆江地区広域交流センターの利

用者の減少等によるものであります。 

 11ページ、12ページをお開き願います。２項手数料は677万円の増額であります。ごみの搬

入量の増によるものであります。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金は１万3,000円の減額であります。対象経費の入札減に伴

う廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金の減額によるものであります。 

 ４款財産収入、１項財産売払収入は、不用となった車両の売却等による物品売払収入及び

鉄屑売払単価の増等による鉄屑売払収入により795万7,000円の増額であります。 

 ７款諸収入、２項雑入は、派遣職員負担金の決算見込み等により168万7,000円の増額であ

ります。 

 ８款組合債、１項組合債は、消防車両更新に係る入札減等により950万円減額するものであ

ります。 

 ９款県支出金、１項県負担金は、岩手県との協定に基づき感染症患者を移送した経費の費

用弁償により48万4,000円を増額するものであります。 

 13ページ、14ページをお開き願います。次に、歳出についてでありますが、１款議会費、

１項議会費は47万6,000円の減額であります。 

 ２款総務費、１項総務管理費は76万5,000円の減額であります。 

 ２項監査委員費は１万5,000円の減額であります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費は、介護認定支援ネットワークシステム改修業務委託料の契

約減等により246万6,000円の減額であります。 

 17ページ、18ページをお開き願います。４款衛生費、１項保健衛生費は、単価高騰による

火葬場さくらぎ苑の燃料費の増額となる一方で、新型コロナウイルス感染拡大の影響による

休日及び夜間診療所の休診に伴う医師報酬及び医薬材料費等の減額等が主な内容で、410万

4,000円を減額するものであります。 

 21ページ、22ページをお開き願います。２項清掃費につきましては、入札減等による消耗

品費及び工事請負費等の減額、使用量及び燃料費調整単価の減による電気料金の減額が主な

内容で、１億1,973万2,000円を減額するものであります。 

 23ページ、24ページをお開き願います。５款消防費、１項消防費は、制度改正及び決算見
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込みによる職員給与費の減額、新型コロナウイルス感染拡大の影響による訓練等の中止に伴

う旅費等の減額、入札減等による委託料及び備品購入費等の減額が主な内容で、1,913万

7,000円を減額するものであります。 

 ６款公債費、１項公債費は、令和２年度に起こした組合債の借入利率確定等により８万

9,000円を減額するものであります。 

 25ページ、26ページをお開き願います。７款予備費、１項予備費につきましては、翌年度

の繰越金相当額等を除きまして、3,619万3,000円を減額するものであります。 

 以上で議案の説明を終わります。何とぞ提案のとおりご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿部加代子君） これより質疑に入ります。 

 ５番瀬川貞清議員。 

○５番（瀬川貞清君） 消防費のうちの、24ページに関わりますが、消防施設費の中で査察

兼広報車という項目が出ています。本予算のほうでもありますけれども、この査察に関わっ

て質問をいたします。 

 先ほど４番議員の一般質問でも取り上げられたのですが、ちょっと一般的なやり取りで、

私の関心事が深められなかったので、ここでお聞きをいたします。特定の検査というのです

か、査察というのですか、年末に大阪市の雑居ビル火災を受けての点検が行われたようであ

りますけれども、この件についての概要等をお知らせください。 

○議長（阿部加代子君） 小野寺消防次長。 

○消防次長兼予防課長（小野寺和則君） お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、昨年大阪、北区で発生した火災を受けまして、類似する施設、特定

一階段３階以上というものなのですけれども、これについての緊急点検をするということで、

国からの通知もございました。それについては昨年12月の末に点検いたしまして、該当する

施設は４件ございました。４件全て査察に行きまして、避難障害とかはありませんでした。

軽微な消防用設備の不備はありましたが、それはすぐに直せる内容でして、大きくは避難障

害というものはございません。 

 以上でございます。 

○議長（阿部加代子君） ５番瀬川貞清議員。 

○５番（瀬川貞清君） ５番瀬川貞清でございますが、私もこの事件の報道を聞いたときに、

奥州金ケ崎ではどうなっているだろうかということが頭をよぎりました。そうしたところ、

間もなく地元紙に査察の結果が報道をされているので、きちんと行われたものだなというこ

とを感じました。ですが、当組合の消防本部で行ったことでありますので、どこかの場面で

当議会に説明があってもよいのではないかと。本会議でなくても、全員協議会の中に報告事

項などがあるものでありますけれども、その時期の最大の関心事といいますか、そういう事

項なので、それにふさわしい報告があってしかるべきではなかったかと思いますが、所見を
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伺います。 

○議長（阿部加代子君） 平消防長。 

○消防長（平裕司君） お答えいたします。 

 特別査察というのは、今回のような社会的影響が大きい事件が起こったときに、国のほう

から指導があって行うものとなってございます。これまでも特別査察というものは結構あっ

たわけですけれども、特別査察の詳細について議員様方にご説明する機会というのはこれま

でもございませんでしたので、今回も同様に扱ってしまったということでございますので、

社会的関心の度合いによりまして、当然ご報告するべき内容、あとはご報告までではない内

容、あると思いますので、今後は十分検討いたしまして、そういった機会が必要であると判

断した場合には積極的にご報告をさせていただきたいと思います。 

○議長（阿部加代子君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決

されました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第10、議案第６号、令和３年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江

広域水道用水供給事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） 議案第６号、令和３年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道

用水供給事業会計補正予算（第２号）をご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、収益的支出予算においては入札減及び天日乾燥床汚泥処分量の減等に

よる委託料の減額、入札減等による修繕料の減額、資本的支出予算においては入札減による

委託料の減額、圧力水ポンプ更新を修繕に切り替えたこと等による工事請負費の減額につい

て補正しようとするものであります。 

 別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。第２条の収益的支出の補正でありますが、

第１款水道用水供給事業費用を837万4,000円減額し、総額５億5,066万5,000円とするもので

あります。内訳でありますが、第１項営業費用を989万2,000円減額し、第２項営業外費用を

151万8,000円増額するものであります。 

 第３条の資本的支出の補正でありますが、第１款資本的支出を884万6,000円減額し、総額
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３億2,241万1,000円とするものであります。内訳でありますが、第１項建設改良費を884万

6,000円減額するものであります。 

 第４条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正は、職員給与費を115万

1,000円減額し、2,356万2,000円とするものであります。 

 以上で議案の説明を終わります。何とぞ提案のとおりご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿部加代子君） これより質疑に入ります。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６号は原案のとおり可決

されました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第11、議案第７号、令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合一般

会計予算を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） 議案第７号、令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算

をご説明申し上げます。 

 別冊予算書の２ページ、３ページをお開き願います。本案は、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ33億3,482万9,000円に定めようとするものであります。 

 令和４年度は、衛生事業においては、火葬場さくらぎ苑の屋上防水補修及び衛生センター

の計量機デッキ更新工事に係る工事請負費などを計上しております。 

 消防事業においては、消防力整備計画に基づく消防車両の購入費などを計上しております。 

 ４ページをお開き願います。第２表、地方債であります。消防施設整備事業債は1,570万円

を限度に起債するものであります。 

 それでは、歳入歳出予算の概要につきまして、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申

し上げます。８ページ、９ページをお開き願います。歳入の主なものをご説明いたします。

１款分担金及び負担金、１項分担金は29億9,979万5,000円であります。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料は4,922万3,000円で、休日及び夜間診療所の診療収入、

胆江地区広域火葬場さくらぎ苑の使用料が主なものであります。 

 10ページ、11ページをお開き願います。２項手数料は２億2,550万1,000円であります。 
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 ３款国庫支出金、１項国庫補助金は５万2,000円で、廃棄物処理施設における放射性物質の

モニタリング事業に係る国庫補助金であります。 

 ４款財産収入、１項財産売払収入は368万5,000円で、粗大ごみの処理等により生じる鉄屑

などの売払収入であります。 

 ５款寄附金、１項寄附金は1,000円であります。 

 ６款繰越金、１項繰越金は2,130万円であります。 

 12ページ、13ページをお開き願います。７款諸収入、１項預金利子は1,000円であります。 

 ２項雑入は1,957万1,000円で、岩手県防災航空隊及び岩手県消防学校への職員派遣に係る

負担金が主なものであります。 

 ８款組合債、１項組合債は1,570万円であります。消防車両の購入に係る消防債であります。 

 次に、歳出について主なものをご説明いたします。14ページ、15ページをお開き願います。

１款議会費、１項議会費は100万4,000円であります。 

 16ページ、17ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費は7,914万8,000円、

２項監査委員費は21万2,000円であります。 

 18ページ、19ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費は3,862万3,000円で

あります。 

 24ページ、25ページをお開き願います。４款衛生費、１項保健衛生費は２億443万8,000円

であります。診療所費、火葬場管理費及び広域交流センター費が主な内容であります。 

 32ページ、33ページをお開き願います。２項清掃費は10億872万4,000円であります。ごみ

焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場の施設管理に係る経費が主な内

容であります。 

 38ページ、39ページをお開き願います。５款消防費、１項消防費は18億5,689万9,000円で

あります。内訳といたしましては、常備消防費16億7,212万8,000円、消防施設費１億8,477万

1,000円であります。常備消防費につきましては、消防本部、各消防署及び分署における人件

費及び消防業務に係る経費が主な内容であります。また、消防施設費につきましては、水沢

消防署庁舎延命化に係る庁舎整備事業、江刺消防署空調設備更新工事及び消防力整備計画に

基づく消防車両の購入等に係る経費であります。 

 ６款公債費、１項公債費は１億2,858万1,000円であります。内訳といたしましては、元金

が１億2,595万5,000円、利子が262万6,000円であります。 

 ７款予備費、１項予備費は1,720万円で、年度内の不測の事態に備えるものであります。 

 以上で議案の説明を終わります。何とぞ提案のとおりご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿部加代子君） 議案第７号に関しまして、質疑は午後からにいたしたいというふ

うに思います。 

 午後１時まで昼食のため休憩をいたします。 
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午前11時52分 休憩 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

午後１時00分 再開 

○議長（阿部加代子君） 再開をいたします。 

 議案第７号、令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算の質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。 

 ７番廣野富男議員。 

○７番（廣野富男君） ２点お伺いをします。 

 予算書の25ページの広域交流センター費の委託料、下から２行目ですが、機械設備改修工

事設計業務委託料717万2,000円ほど計上されておりますが、この改修工事の概要と、今回委

託料ですから、今年度に恐らく工事が始まると思うのですが、どの程度の工事費が想定され

ているのかと、どれぐらいの工事期間になって、その間の利用者についての対応等について、

分かる範囲内で結構ですので、お願いをいたします。 

 それと、33ページのし尿処理費の工事請負費、し尿処理施設維持補修工事、中小井戸取水

ポンプの更新工事、非常用発電機設置工事、この概要についてご紹介いただければと思いま

す。 

○議長（阿部加代子君） 菅原施設管理課長。 

○施設管理課長兼長寿命化事業推進室長（菅原優君） それでは、１点目のご質問にお答え

したいと思います。 

 令和４年度に予算計上しております機械設備改修工事設計業務委託料でございますが、廣

野議員さんおっしゃられましたとおり、今後も交流センターを15年継続して運営していくた

めに、供用開始から30年近くたちました配管類、ポンプ類、熱交換器など、それら著しく老

朽化が進んでいるものにつきまして更新しようというものでございます。それから、施設の

電気関係につきましても、一般的な供用期間でございます10年から15年を大きく超えており、

交換が必要となっておりますので、そちらも対応しようというものでございます。 

 実際の工事につきましては令和５年度に予定しているものでございまして、大規模な改修

工事となるものでございますが、現在それらの機械設備が設置されている場所が屋根裏でご

ざいまして、そちらでは改修はできないので、機械室として一部増設しまして、建屋を増設

し、そちらのほうで新たな各設備を更新してまいろうというものでございます。長期の休館

になりますと、ご利用いただいているお客様、住民の皆様のご迷惑になりますので、新たに

建屋を増し、そこに、建屋を建てましたところに更新する機械を設置しますので、少しでも

休館期間が短くなるようにと、そのように考えて取り組んでいるところでございます。 

 工事の期間につきましては、令和５年度１年間で済むように進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 
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○議長（阿部加代子君） 千葉水質管理課長。 

○水質管理課長（千葉美隆君） ２点目のご質問にお答えいたします。 

 中小井戸に関する部分でございます。初めに、中小井戸非常用発電機設置工事についてで

す。胆江地区衛生センターで使用するプラント用水は、市内の小井戸地区から地下水を取水

し、ごみ焼却施設では排ガスの冷却水として、し尿処理施設では設備機器の洗浄水として主

に利用してございます。ごみ焼却施設の長寿命化工事に伴いまして、発電設備を設置したこ

とで、商用電源が停止した場合でも施設の稼働は継続できる施設として改造を行いましたこ

とから、必要なプラント用水を停電時でも確保できるよう発電機を設置しようとするもので

あります。 

 続きまして、中小井戸取水ポンプの更新工事でございます。こちらにつきましては、財政

計画では令和５年度に取水ポンプの更新を予定しておりましたが、非常用発電機の設置に伴

いまして、更新を１年前倒しで実施するものでございます。これは、発電機の設置に伴い、

既存のポンプを継続して利用する場合は発電容量が50ｋＶＡの機器が必要となりますが、現

在のプラント用水の使用量からポンプを選定した場合、一回り小さい発電容量37ｋＶＡの機

器で賄えることとなります。このことから、既存のポンプをダウンサイジングさせることで

導入する発電機もダウンサイジングできることから実施する内容でございます。 

 以上でございます。 

○議長（阿部加代子君） 菅原施設管理課長。 

○施設管理課長兼長寿命化事業推進室長（菅原優君） 申し訳ございません。１点目のご質

問で答弁漏れがございました。 

 今現在見込んでおります工事請負費ということでございますが、１億円程度と見込んでい

るものでございます。 

 以上です。 

○議長（阿部加代子君） ７番廣野富男議員。 

○７番（廣野富男君） 広域交流センターの部分については了解いたしました。 

 ここは「中小井戸」なのですね。大変失礼いたしました。 

 ここの場所はどちらになるのでしょうか。というのは、今の課長の答弁は大変高度な説明

で、なかなか私には理解できない部分があったので、再度伺うのですが、ここの発電から、

距離的にどこにあるのか分かりませんけれども、中小井戸というのはかなり遠いところなの

ですか。それとも近いのですか。何となくここで発電したのであれば、中小井戸まで持って

いって、非常発電が欲しいのかなと単純に思ったのです。ですから、それが地理的なもの、

あるいは送電線の関係とか、あるいは例えばここで稼働して送電しても、やはり有事の場合

にどうしても非常発電が欲しいというのであればそれで結構なのですが、その点をちょっと

ご説明いただければと思います。 

○議長（阿部加代子君） 千葉水質管理課長。 
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○水質管理課長（千葉美隆君） 中小井戸、取水ポンプを設置している場所につきましては、

桜木橋の北側といいますか、ミズサワセミコンダクタの奥側のほうに、中小井戸として取水

ポンプを設置しております。ここからですと、距離とするとおよそ２キロメートル離れた場

所での設置ということになります。 

 ここで発電している電気を中小井戸のほうで使用するということにつきましては、当組合

の敷地を出るということになりますので、こちらで発電した電気を中小井戸へ供給するとい

うことは、現状においては不可能なものであります。 

○議長（阿部加代子君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質疑を終結いたします。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決

されました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（阿部加代子君） 日程第12、議案第８号、令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江

広域水道用水供給事業会計予算を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） 議案第８号、令和４年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道

用水供給事業会計予算をご説明申し上げます。 

 令和４年度は、これまでの供給状況を勘案した供給水量による用水供給料金としているほ

か、急速ろ過池ろ材入替工事及びたんこう浄水場中央監視制御設備更新工事費などを計上し

ております。 

 別冊の予算書の１ページをお開き願います。第２条の業務の予定量でありますが、年間総

供給水量365万立方メートル、１日平均供給水量１万立方メートルの供給を見込んでおります。 

 予算額でありますが、第３条の収益的収入及び支出の予定額については、収入総額は６億

5,820万1,000円で、内訳は第１項営業収益５億8,362万4,000円、第２項営業外収益7,445万

5,000円、第３項特別利益は12万2,000円であります。支出総額は５億2,982万9,000円で、内

訳は第１項営業費用４億3,853万7,000円、第２項営業外費用8,582万2,000円、第３項特別損

失47万円、第４項予備費500万円であります。 

 第４条の資本的支出の予定額については、支出総額５億5,874万6,000円で、内訳は第１項

建設改良費２億5,209万3,000円、第２項企業債償還金３億665万3,000円であります。 
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 資本的収支不足額５億5,874万6,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額2,291万

7,000円及び過年度分損益勘定留保資金５億3,582万9,000円で補 しようとするものでありま

す。 

 第５条の債務負担行為については、水道事業等の公営企業については、将来にわたって安

定的に事業を継続していくため、水道ビジョン、アセットマネジメント、経営戦略を総合的

に策定する必要があることから、期間及び限度額を設定するものです。 

 第６条の一時借入金でありますが、その限度額を１億円とするものであります。 

 第７条の議会の議決を経なければ流用することができない経費でありますが、職員給与費

2,370万9,000円を定めるものであります。 

 以上で議案の説明を終わります。何とぞ提案のとおりご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿部加代子君） これより質疑に入ります。 

 10番今野裕文議員。 

○10番（今野裕文君） 貸借対照表の注記15ページ、一番下の減損損失についてお尋ねいた

します。 

 今回建設仮勘定を特別損失で振り替えているわけですが、下から３行分、今後の見通しと

いうのは言って、今回は１か所のようですけれども、今後の見通し、来年度以降の見通し、

そういうものは整理されているのかお尋ねいたします。もし整理されているのであれば、そ

の資料を頂けないものかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（阿部加代子君） 千葉水質管理課長。 

○水質管理課長（千葉美隆君） ご質問にお答えいたします。 

 特別損失ということで、特別損失の、取りあえず中身のほうからご説明させていただきま

すけれども、今回万松寺ポンプ場及び電気室に設置しているＵＰＳの更新に係る会計処理で

行うものであります。このＵＰＳの資産は、これまでの経過から本勘定に取得価格の３分の

１を振り替えてございまして、残り３分の２を建設仮勘定で整理を継続してきているもので

ございます。例えば取得価格を90万円といたしますと、本勘定には３分の１の30万円を、３

分の２の60万円は建設仮勘定で整理をしてきているということであります。それからします

と、建設仮勘定を整理している部分の更新によって、その資産はなくなることから、建設仮

勘定で整理している簿価60万円を特別損失で落とすというような内容となります。 

 建設仮勘定の問題の部分に関しましては、このように今後資産更新に当たっては、適正な

資産の価額を適正に管理するために、このような処理が継続されているということになりま

す。ただ、今後その部分の整備について、会計処理としますと減損会計を導入する場合とい

うことで現在検討しておりますけれども、減損会計に伴って、今後検討している施設整備等

検討委員会のほうで協議し、今後の方針内容を定めていくという見通しであります。現在の

ところ資料の部分につきましては、まだ整備検討委員会のほうでお諮りする段階でございま
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すので、資料の提出という部分についてはできかねるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（阿部加代子君） 10番今野裕文議員。 

○10番（今野裕文君） そうしますと、当面の設備の更新に伴う特別損失の計画については、

把握はしていないということなのですか。 

○議長（阿部加代子君） 千葉水質管理課長。 

○水質管理課長（千葉美隆君） 今後の施設の更新の部分につきましては、法定耐用年数で

定める年数ではなくて、実態に基づく更新計画として、更新計画は定めているものでござい

ます。この中である程度の見通しは立つものでございますけれども、例えば今後の用水供給

事業に求められる水量に応じて、その部分が影響してくる部分もございますので、それらを

勘案しながら検討していくというものでございます。 

○議長（阿部加代子君） 10番今野裕文議員。 

○10番（今野裕文君） そうしますと、今私たちに示せるものはないと。検討委員会で計画

が詳細に決まっていかないと示すことはできないということだということですか。 

○議長（阿部加代子君） 千葉水質管理課長。 

○水質管理課長（千葉美隆君） お示しできる資料といたしますと、施設の整備計画は実態

に基づいて計画してございますので、現行の設備における更新計画のほうはご提示できるも

のというものでございます。 

 以上でございます。 

○10番（今野裕文君） 提示していただけませんか。議長、お取り計らいを。 

○議長（阿部加代子君） 千田事務局長。 

○事務局長（千田淳一君） 今課長が答弁申し上げた現計画についての資料はご提供させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部加代子君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 質疑を終結いたします。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部加代子君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり可決

されました。 

 以上をもって今期定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 
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午後１時18分 休憩 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

午後１時18分 再開 

○議長（阿部加代子君） 再開いたします。 

 ここで、組合議会運営要領第119により、任期最後の定例会の閉会に当たり、議長として一

言ご挨拶を申し上げます。 

 任期が終わりますので、ご挨拶申し上げます。組合議会議員の皆様には、議会運営に対し

まして多大なるご協力を賜りまして、心から感謝申し上げます。大変にありがとうございま

した。 

 行政事務組合の業務は、胆江地域の住民の方々にとりまして、一日も欠かすことのできな

い重要な身近な業務を行っていただいております。職員の皆様には多大なる日々のお仕事の

ご貢献に対しまして心より感謝を申し上げ、敬意を表したいというふうに思います。大変に

ありがとうございました。 

 組合の事業といたしまして大きな事業でございました焼却施設の長寿命化計画も一段落を

いたしましたが、今後におきましては、用水供給事業等、大きな課題も抱えております。ま

た、新型コロナウイルス感染症に対しましても、まだまだ終息が見えず不安の日々を過ごさ

なければならないような状況となっております。当地域の皆様の安心、安全をご祈念申し上

げ、また当組合のますますの発展、そしてご参会の皆様のご健勝をご祈念申し上げながら、

簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。大変にお世話になりました。ありが

とうございました。 

 これをもって令和４年第１回奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会を閉会いたします。一同

ご起立願います。大変にお疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後１時21分 閉会 
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地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 
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